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○
一
般
放
送
の
設
備
及
び
業
務
に
関
す
る
届
出
の
特
例
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
九
日
総
務
省
令
第
八
十
四
号
） 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
一
般
放
送
の
業
務
の
届
出
等
） 

（
一
般
放
送
の
業
務
の
届
出
等
） 

第
一
条 

有
線
電
気
通
信
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
線
電
気
通
信
設
備
を

設
置
し
て
、
そ
の
設
備
に
よ
り
放
送
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一

般
放
送
（
同
項
に
規
定
す
る
小
規
模
施
設
特
定
有
線
一
般
放
送
を
除
く
。
次
条

及
び
第
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
が
有
線
電
気
通

信
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
放
送
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
行
う
届
出
は
、
有
線
電
気
通
信
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
郵
政

省
令
第
三
十
六
号
）
第
一
条
及
び
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監

理
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第
百
四
十
一
条
の
規
定
で
定
め
る
様
式
（
有
線
電
気

通
信
法
施
行
規
則
第
一
条
及
び
放
送
法
施
行
規
則
第
百
四
十
三
条
に
規
定
す
る

添
付
書
類
を
含
む
。
）
に
代
え
て
、
そ
の
届
出
書
の
様
式
を
別
記
第
１
の
と
お

り
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
一
条 

有
線
電
気
通
信
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
線
電
気
通
信
設
備
を

設
置
し
て
、
そ
の
設
備
に
よ
り
放
送
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一

般
放
送
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
が
有
線
電
気
通
信
法
第
三
条
第
一
項
及
び

第
二
項
並
び
に
放
送
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
届
出
は
、

有
線
電
気
通
信
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
郵
政
省
令
第
三
十
六
号
）
第
一

条
及
び
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）

第
百
四
十
一
条
の
規
定
で
定
め
る
様
式
（
有
線
電
気
通
信
法
施
行
規
則
第
一
条

及
び
放
送
法
施
行
規
則
第
百
二
十
一
条
に
規
定
す
る
添
付
書
類
を
含
む
。
）
に

代
え
て
、
そ
の
届
出
書
の
様
式
を
別
記
第
１
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
同
上
） 

 
 

別
記
第
１
様
式
 

別
記
第
１
様
式
 

一
般
放
送
の
設
備
設
置
及
び
業
務
開
始
届
 

一
般
放
送
の
設
備
設
置
及
び
業
務
開
始
届
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿

 
総
務
大
臣
 
殿

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
郵
 
便
 
番
 
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
郵
 
便
 
番
 
号
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
 
 
 
 
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
 
 
 
 
所
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（
ふ
り
が
な
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
ふ
り
が
な
）
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2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
 
 
 
名
（
法
人
又
は
団
体
に

あ
つ
て
は
、
名
称

及
び
代
表
者
の
氏

名
。
記
名
押
印
又

は
署
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
 
 
 
名
（
法
人
又
は
団
体
に

あ
つ
て
は
、
名
称

及
び
代
表
者
の
氏

名
。
記
名
押
印
又

は
署
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
電
 
話
 
番
 
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
 
話
 
番
 
号
 

有
線
電
気
通
信

設
備
を
設

置
し
て
、
一
般

放
送
の
業

務
を
行
う
の
で

、
有
線
電

気
通
信
法
第
３
条

第
１
項
及
び
第
２
項
並
び
に
放
送
法
第

1
3
3
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

（
同
左
）
 

 
注
 
（
略
）
 

注
（
同
左
）
 

 

記
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記
 

１
 
届
出
者
 

１
 
届
出
者
 

 
 

代
表
権
を
有

す
る

役
員

の
氏
名
 

 

 

 

業
務
を
執
行
す
る

役
員
の
氏
名
 

資
本
の
額
 

 
千
円
 

 

 
注
１
 

届
出

者
が

法
人

で
あ
る
場

合
は
定

款
又
は

寄
付
行
為

、
法
人

以
外
の

団
体
で

あ
る
場
合
は
団
体
の
規
約
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

注
１
 

資
本
の
額
の
欄
に
は
、
株
式
会
社
の
場
合
は
、
発
行
済
の
株
式
の
額

 

 
 

に
、
そ
の
株
式
数
を
乗
じ
た
も
の
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
他
の

 

法
人
の
場
合
は
、
こ
れ
に
準
じ
た
も
の
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

 
２
 
届
出
者

が
法
人
で
あ
る
場
合
は
定
款
又
は
寄
付
行
為
、
法
人
以
外
の
 

団
体
で
あ

る
場
合
は
団
体
の
規
約
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

２
 
設
置
場
所

 
２
 
設
置
場
所
 

(
1
)
 
ヘ
ッ

ド
エ
ン
ド

、
主
た
る
演
奏
所
及
び
受
信
空
中
線
 

(
1
)
 
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
及
び
主
た
る
演
奏
所
 

注
１
 
(
略
)
 

注
１
 
（

同
左
）
 



  

3 

 
２
 

主
た
る
演
奏
所
及
び

受
信
空

中
線
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
設
 

置
の

場
所
を
注
１
に
準
じ
て
付
記
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
２
 
受
信
空
中
線
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
設
置
の
場
所
を
注
１
に
準
 

じ
て
付
記
す
る
こ
と
。
 

 
 
(
2
)
 
（
略

）
 

 
 
(
2
)
 
（
同
左
）
 

(
3
)
 
（
略

）
 

 
 
(
3
)
 
（
同
左
）
 

３
 
設
備
の
概

要
 

３
 
設
備
の
概
要
 

表
（
略
）
 

表
（
同
左
）
 

注
１
～
注
５

（
略
）
 

注
１
～
注
５
（
同
左
）
 

注
６
 

(
1
)
の
分
岐
器
、
分
配
器
及
び
タ
ッ
プ
オ
フ
の
備
考
欄
に
は
、

引
込
 

端
子
の
数

を
記
載
す
る
こ
と
。
 

注
６
 

(
1
)
の
分
岐
器
、
分
配
器
及
び
タ
ッ
プ
オ
フ
の
備
考
欄
に
は
、

引
込

 

端
子
の
総
数

を
記
載
す
る
こ
と
。
 

注
７
～
注
１

４
（
略
）
 

 
注
７
～
注
１
４
（
同
左
）
 

４
（
略
）
 

４
（
略
）
 

５
 
業
務
の
概

要
 

５
 
業
務
の
概
要
 

(
1
)
 
一
般
放

送
の

種
類
 

 

(
2
) 

業
  

務
 

使
用
す
る
 

周
波
数
 

用
 
途
 

再
放
送
の
同
意
 

同
意
を
得
た
放

送
事
業
者
名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
3
)
 
業
務
区
域
 

 

(
4
) 

放
送
 

番
組
 

に
関
 

放
送
番
組
の
編
集
の
基
準
 

放
送
時
間
 

 
１
日
当
た
り
 

 
 
 
 
 
 
 
時
間
 

主
た
る
放
送
事
項
 

(
1
)
 
一
般
放

送
の
種
類
 

 

(
2
) 

業
  

務
 

使
用
す
る
 

周
波
数
 

用
 
途
 

再
放
送
の
同
意
 

同
意
を
得
た
放

送
事
業
者
名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
3
)
 
業
務
区
域
 

 

(
4
) 

放
送
 

番
組
 

に
関
 

放
送
番
組
の
編
集
の
基
準
 

放
送
時
間
 

 
１
日
当
た
り
 

 
 
 
 
 
 
 
時
間
 

主
た
る
放
送
事
項
 



  

4 

す
る
 

事
項
 

 

(
5
)
 
業
務
開
始
の
予

定
期
日
 

 
(
6
)
 
業
務
開
始
時
の
受
信
 

契
約
者
の
見
込
 

 

（
 
 
）
 

有
料
放
送
の

実
施
 
□
有
料
放
送
を
含
む
 
□
有
料
放
送
を
含
ま
な
い

 
 

す
る
 

事
項
 

 

(
5
)
 
業
務
開
始
の
予

定
期
日
 

 
(
6
)
 
業
務
開
始
時
の
受
信
 

契
約
者
の
見
込
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 
 

注
 
１
 
（

略
）
 

 
注
１
 
（
同
左
）
 

 
 
 
 
２
 
（

略
）
 

 
 
２
 
（
同
左
）
 

 
 
 
 
３
 
（

略
）
 

 
 
３
 
（
同
左
）
 

 
 
 
４
 
 
(
2
)
の
再
放
送
の
同
意
の
欄
に
は

「
有
」
と
記
載
す
る
と
と
も
 

に
、

同
意

を
得

た
放

送
事

業
者

名
の

欄
に

は
放

送
事

業
者

名
を

記

載
し

、
同
意
書
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

４
 
 
(
2
)
の
再
放
送
の
同
意
の
欄
に
は
、
再
放
送
を
す
る
場
合
に
〇
印
を
 

付
す
と
と
も
に
、
同
意
を
得
た
放
送
事
業
者
名
の
欄
に
放
送
事
業
者
名
 

を
記
載
し
、
同
意
書
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

 
 
 

５
 

 
(
3
)
の

業
務

区
域

の
欄

に
は

、
「

地
図

に
記

載
の

と
お

り
。

」
と

記
載

し
、

一
般

放
送

の
加
入

申
込
み

が
あ
つ

た
場

合
に

、
加
入

申
込

み
を

遅
滞

な
く
受

諾
で

き
る

区
域

並
び

に
当

該
区

域
の

存
す

る
都

道

府
県

名
、

市
町
村

名
及

び
市

町
村

の
区

域
を

記
載

し
た

地
図

を
添

付

す
る

こ
と
。
 

５
 
 
(
3
)
の
業
務
区
域
の
欄
に
は
、
「
地
図
に
記
載
の
と
お
り
。
」
と
記
 

載
し
、

一
般
放
送
の
業
務
区
域
を
記
載
し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

 

６
（
略
）

 
６
 
（
同
左
）
 

７
（
略
）

 
７
 
（
同
左

）
 

８
 
 
有
料
放
送
の
実
施
の
欄
に
は
、
法
第

1
4
7
条

第
1
項
に
規
定
す
る
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有
料
放

送
を
含
む
か
否
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
し
、
同
欄
の
□

に
は
、

該
当
す
る
事
項
に
レ
印
を
付
け
る
こ
と
。
 

９
 
（
略

）
 

 
８
 
（
同
左
）
 

 
 

６
 

他
の

一
般

放
送

の
業

務
を

行
う

者
に

設
備

の
一

部
を

提
供

す
る

場
合

に

あ
っ
て
は
、

当
該
提
供
に
関
す
る
事
項
 

６
 
（
同
左
）
 

 
 
 
（
略
）
 

（
同
左
）
 

 
 

別
記
第
２
様
式
 

別
記
第
２
様
式
 

一
般
放
送
の

設
備
設
置
及
び
業
務
開
始
届
出
書
記
載
事
項
変
更
届
出
書
 

一
般
放
送
の
設
備
設
置
及
び
業
務
開
始
届
出
書
記
載
事
項
変
更
届
出
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿

 
総
務
大
臣
 
殿

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
郵
 
便
 
番
 
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
郵
 
便
 
番
 
号
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
 
 
 
 
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
 
 
 
 
所
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（
ふ
り
が
な
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
ふ
り
が
な
）
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
 
 
 
名
（
法
人
又
は
団
体
に

あ
つ
て
は
、
名
称

及
び
代
表
者
の
氏

名
。
記
名
押
印
又

は
署
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
 
 
 
名
（
法
人
又
は
団
体
に

あ
つ
て
は
、
名
称

及
び
代
表
者
の
氏

名
。
記
名
押
印
又

は
署
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
電
 
話
 
番
 
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
 
話
 
番
 
号
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付
け

の
一

般
放

送
の

設
備

設
置

及
び

業
務

開
始
届

出
書

の
記

載
事
項

の
一
部

を
次

の
と

お
り
変

更
す

る
の

で
、

有
線

電
気

通
信

法
第

３

条
第
３
項
及
び
放
送
法
第

1
3
3
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す

。
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
の
一

般
放

送
の

設
備

設
置
及
び

業
務

開
始
届

出
書

の
記

載
事
項

の
一
部

を
次

の
と

お
り
変

更
す
る

の
で
、

有
線

電
気

通
信

法
第

３

条
第
３
項
及
び

放
送
法
第

1
3
3
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す

。
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表
 
 
（
略
）

 
表
 
 
（
略
）

 

注
１
 
（
略
）

 
注
１
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）

 
２
 
（
略
）
 

３
 

一
般

放
送

の
業

務
区

域
を

変
更

し
よ

う
と

す
る

場
合

は
、

変
更

前
及

び

変
更

後
の

欄
に

「
地

図
に

記
載

の
と

お
り

。
」

と
記

載
し

、
加

入
申

込
み

が
あ

つ
た

場
合

に
、

加
入

申
込

み
を

遅
滞

な
く

受
諾

で
き

る
区

域
、

並
び

に
当

該
区

域
の

存
す

る
都

道
府

県
名

、
市

町
村

名
及

び
市

町
村

の
区

域
を

記
載
し
た

変
更
前
及
び
変
更
後
の
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

３
 

一
般

放
送

の
業

務
区

域
の

変
更

を
し

よ
う

と
す

る
場

合
は

、
変

更
前

及

び
変

更
後

の
欄

に
「

地
図

に
記

載
の

と
お

り
。

」
と

記
載

し
、

変
更

前
及

び
変

更
後

の
一

般
放

送
の

業
務

区
域

を
記

載
し

た
地

図
を

添
付

す
る

こ

と
。
 

 

４
 
（
略
）

 
４
 
（
略
）
 

５
 
（
略
）

 
５
 
（
略
）
 

６
 
（
略
）

 
６
 
（
略
）
 

 
 

 
 
 

附 

則 
 

 

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 

 




